
《保育関係予算案の主な内容》※点線内は令和６年度補正予算において計上

１ 「こども未来戦略」に基づく対応

○ こども誰でも通園制度を制度化し、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、令和７年度に限り地域子ども・子育て支援事業で
実施する。

○ 保育士等の処遇改善について、令和６年人事院勧告を踏まえた対応を実施。

○ 保育所等における１歳児の職員配置について６対１から５対１への改善を進める。

２ 「新子育て安心プラン」後の保育提供体制の確保等
① 保育の提供体制の確保

〇 受け皿の整備＜一部補正予算＞
過疎地域の市町村における保育機能確保のための統廃合・多機能化、こども誰でも通園制度に係る整備費の国庫補助率を嵩上げする

（1/2→2/3）。
また、待機児童対策のための整備費について、補助率嵩上げ要件の見直しを行う。

〇 過疎地域における保育機能確保・強化   
過疎地域の保育機能の確保・強化を図るため、地域における子育て拠点として、地域の人々も交えた様々な取組を実施するための経費を支

援し、多機能化を図るためのモデルを構築する。

② こども誰でも通園制度の創設【一部再掲】
〇 こども誰でも通園制度を制度化し、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、令和７年度に限り地域子ども・子育て支援事

業で実施する。

〇 利用者の利用予約、事業者の請求事務等を容易に行うことができるこども誰でも通園制度総合支援システムの運用保守経費や機能改修経費
を計上し、適切なシステム運用を図る。＜一部補正予算＞

〇 こども誰でも通園制度実施施設におけるICT化を推進するため、空き枠の登録等を行うためのICT機器及びインターネット環境の整備、入退
室管理を行うためのタブレット型端末の導入、キャッシュレス決済に係る機器の導入費用の一部を補助する。

〇 広域的保育所等利用事業について、保育所等への送迎に支障が出ない範囲でこども誰でも通園制度実施施設への児童の送迎を可能とする。

２兆４，５１２億円 + ２，１２５億円 （２兆２，９６０億円）

令和７年度 保育関係予算案の概要
（令和７年度予算案・令和６年度補正予算）  （前年度予算額）



《保育関係予算案の主な内容（続き）》

２ 「新子育て安心プラン」後の保育提供体制の確保等（続き）
③ 保育人材の確保及び保育の質の向上等

〇 指定保育士養成施設への修学の促進及び保育所等への就職率の向上を図るため、指定保育士養成施設に通う学生への修学資金貸付について、
学費の貸付を受けていない学生を対象に、「就職準備金」のみの貸付けを行うことを可能とする。＜一部補正予算＞

〇 また、保育士・保育所支援センターの機能強化を図るとともに、保育士等の職場環境の改善のため、都道府県が実施する保育事業者に対す
る巡回支援について補助基準額の拡充を図るほか、保育事業者への保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による巡回につい
ても支援の対象とする。

〇 保育補助者雇上強化事業について、経験年数に応じた補助基準額に見直す。

〇 保育士宿舎借り上げ支援事業について、補助基準上限額の見直し等を行う。

〇 保育士養成施設に対する就職等促進支援事業について、中高生段階から就職時期に渡る、保育士としてのキャリア選択を後押しする組織的
な取り組みを積極的に行う指定保育士養成施設を支援するため、取組内容の明確化及び補助単価の見直しを行う。

〇 保育所等における保育の内容の質の確保・向上を推進するため、保育士等に対する研修を実施・支援するとともに、地域における保育の質
の向上の体制整備等に関する調査研究を実施する。

３ 保育DXの推進等

① 保育DXの推進
保育現場や自治体職員、保護者の負担を軽減し、こどもと向き合う時間の確保や保育の質の向上に関わる業務に注力できる環境を実現するため、
『ⅰ 保育所等の更なるICT環境整備』、『ⅱ 給付・監査等の保育業務ワンスオンリーに向けた「施設管理プラットフォーム」及び保活ワンス
トップに向けた「保活情報連携基盤」の整備』、『ⅲ 先端的な保育ICTのショーケース化や人材育成・普及啓発のモデルとなる「保育ICTラボ」
への支援』などを行う。

② 保育所等におけるこどもの安全対策の推進
睡眠中の事故防止対策に必要な機器（午睡センサー）、こどもの見守りに必要な機器（AI 見守りカメラ）や性被害防止のための設備支援など、

こどもの安全対策に資する設備等の導入支援を行う。＜一部補正予算＞

４ 多様な保育の充実
○ 保育所等における医療的ケア児の支援について、「こども未来戦略」を踏まえ、効果的・効率的な巡回による看護師配置等を進めるとともに、

医療的ケア児が園外活動を行う際の移動経費を新たに支援する。
また、補助率嵩上げ要件の見直しを行う。（医療的ケア児の受入れ体制拡充のため、新たな保育所等において、医療的ケア児の受入れを開始す

る自治体については、補助率を嵩上げ。）



《保育関係予算案の主な内容（続き）》

５ 認可外保育施設の質の確保・向上    

○ 認可外保育施設が遵守・留意すべき内容や重大事故防止等に関する指導・助言を行う「巡回支援指導員」の地方自治体への配置や、必要な知識、
技能の修得及び資質の確保のための研修の実施等、認可外保育施設の質の確保・向上に取り組む。

〇  また、指導監督基準を満たさない施設に対し、引き続き、基準を満たすために必要な施設の改修や移転及び保育士の資格取得に対する支援を行
うことで、認可外保育施設の質の向上及び安全確保を図る。

６ 子ども・子育て支援制度の推進

○ すべての子ども・子育て家庭を対象に、市区町村が実施主体となり、教育・保育、地域の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図る。
また、保育士の処遇改善、幼児教育・保育の無償化、企業主導型の事業所内保育への支援等を引き続き実施する。

① 子どものための教育・保育給付等

○ 保育所等における１歳児の職員配置について６対１から５対１への改善を進める。【再掲】

○ 保育士等の処遇改善について、令和６年人事院勧告を踏まえた対応を実施。また、処遇改善等加算の一本化等を行う。【一部再掲】

○ その他、公定価格の改善を図る。

【主な内容】

◇ 公定価格算定上の定員区分について、定員が小さい区分の細分化を行う。

 ◇ 定員超過減算について待機児童対策のために５年に延長していた期間を２年に見直す。

 ◇ 主任保育士専任加算等の要件として、災害時における地域支援の取組を追加する。

② 地域子ども・子育て支援事業

○ 一時預かり事業について、一般型について補助基準額の見直しを行うとともに、幼稚園型Ⅰについて職員配置基準の改善等を踏まえた単価の
引上げを行う。

○ 延長保育事業について、事業を実施する職員の配置基準について、認可保育所の通常の保育時間における配置基準と同様となるよう引き上げ
るとともに、平均対象児童数が21人以上の施設における補助の拡充を行う。

○ 病児保育事業について、種類の異なる感染症に罹患した児童を複数預かる場合において、保育士等の加配を行う。



《保育関係予算案の主な内容（続き）》

③ 企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援

○ 仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、企業主導型の事業所内保育等の保育を支援する。

〇 企業主導型保育事業について、次の拡充等を行う。

【主な内容】

◇ 認可保育所等における改正を踏まえた改善

・職員の配置の充実（３歳児および４・５歳児）、延長保育加算・病児保育加算・医療的ケア児保育支援加算の改正

 ◇ 令和６年人事院勧告を踏まえた処遇改善

○ 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業について、発行枚数の管理等、適切な執行管理の継続や持続可能な制度運用の在り方の検討を進めつつ、
多様な働き方をしている労働者におけるベビーシッター派遣サービスの利用を支援する。

７ その他

○ 社会福祉施設職員等退職手当共済事業について、保育所等に対する公費助成を一旦継続しつつ、公費助成の在り方について、他の経営主体との
イコールフッティングの観点及びこども・子育て支援加速化プランに基づく保育人材確保の状況等を踏まえて、更に検討を加え、令和８年度まで
に改めて結論を得る。

○ ｢待機児童解消に向けて緊急的に対応する取組｣により実施する財政支援など、待機児童対策として設けられた補助率・補助単価の嵩上げや補助
要件の設定について見直しを実施。
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